
▼
「
平
成
十
八
年
度
土

岐
市
介
護
保
険
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

に
つ
い
て
」
は
、
国
庫

支
出
金
等
の
超
過
交
付

に
伴
い
、
四
千
二
百
四

十
五
万
七
千
円
の
追
加

補
正
を
す
る
も
の
で
、

執
行
部
か
ら
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
国
民
健
康

保
険
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い

て
」
は
、
保
険
給
付
の

一
部
負
担
金
を
国
民
健

康
保
険
法
準
拠
等
と
す

る
も
の
で
、
執
行
部
の
説
明
の
あ

と
、
七
十
歳
以
上
の
高
齢
者
で
、

一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
方
の
人

数
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
に
つ

い
て
、
質
疑
が
あ
り
、
本
年
八
月

一
日
現
在
で
百
三
十
三
人
、
経
過

措
置
の
方
が
七
十
三
人
で
あ
る
。

ま
た
、
十
月
一
日
か
ら
七
十
歳
以

上
の
方
の
入
院
時
食
事
療
養
費
標

準
額
は
、
一
食
当
た
り
二
百
六
十

円
か
ら
四
百
六
十
円
に
、
居
住
費

と
し
て
一
日
三
百
二
十
円
と
な
る

旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
福
祉
医
療
費
助
成
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て
」
は
、
健
康
保
険
法
等
の

一
部
改
正
に
伴
う
も
の
で
、
執
行

部
か
ら
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
立
幼
稚
園
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
」

は
、
全
会
一
致
で
継
続
審
査
と
な

り
ま
し
た
が
審
査
内
容
に
つ
い
て

は
、
別
掲
し
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
図
書
館
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
」
は
、
移
動
図
書
館
を
廃
止
す

る
も
の
で
、
執
行
部
の
説
明
の
あ

2006年11月15日

2

第
四
回
定
例
会
常
任
委
員
会

第
四
回
定
例
会
常
任
委
員
会
の
審
査
報
告

審
査
報
告
 

第
四
回
定
例
会
常
任
委
員
会
の
審
査
報
告
 

幼
稚
園
条
例
の
一
部
改
正

な
ど
審
査

議
員
定
数
条
例
な
ど
可
決

幼
稚
園
保
育
料
、
ゴ
ミ
処
理

手
数
料
条
例
継
続
審
査

平
成
十
八
年
第
四
回
土
岐
市
議

会
定
例
会
が
、
八
月
三
十
日
か
ら

九
月
二
十
五
日
ま
で
の
二
十
七
日

間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
は
、
補
正
予
算
関

係
三
件
、
土
岐
市
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
な
ど
条
例
関
係
九

件
、
そ
の
他
の
案
件
八

件
の
議
案
に
つ
い
て
慎

重
な
審
議
の
結
果
、
幼

稚
園
条
例
の
一
部
改
正

及
び
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
の
二
件
に

つ
い
て
は
継
続
審
査
、

そ
の
他
の
議
案
は
原
案

の
と
お
り
可
決
し
ま
し

た
。ま

た
、
議
員
提
出
の

議
員
定
数
条
例
を
賛
成

多
数
で
可
決
。
岐
阜
県
の
「
裏
金

問
題
」
に
関
す
る
意
見
書
の
提
出

に
つ
い
て
は
、
全
会
一
致
で
可
決

し
、
県
知
事
、
県
議
会
に
送
付
し

ま
し
た
。

文
教
厚
生
常
任
委
員
会
に
審
査

を
付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な

審
査
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
「
平
成
十
八
年
度
土
岐
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
中
、

歳
出
の
部
所
管
部
分
に
つ
い
て
」

は
、
総
額
一
億
七
千
七
百
四
十
六

万
九
千
円
の
追
加
補
正
を
す
る
も

の
で
、
執
行
部
の
説
明
の
あ
と
、

織
部
の
里
公
園
の
用
地
取
得
に
つ

い
て
、
質
疑
が
あ
り
、
今
年
か
ら

三
年
間
で
約
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
取

得
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。

▼
「
平
成
十
八
年
度
土
岐
市
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
一
号
）
に
つ
い
て
」
は
、
保

険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
な
ど
の

実
施
に
伴
い
、
二
億
五
千
八
万
七

千
円
の
追
加
補
正
を
す
る
も
の

で
、
執
行
部
か
ら
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

▲織部の里公園整備予定地

▲家庭ゴミ集積場
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と
、
予
約
配
本
サ
ー
ビ
ス
は
市
内

何
箇
所
で
行
う
の
か
と
の
質
疑
が

あ
り
、
各
町
公
民
館
を
含
め
全
十

三
箇
所
に
お
い
て
実
施
し
た
い
旨

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

﹇
審
査
結
果
﹈
▼
平
成
十
八
年
度

土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

二
号
）
中
歳
出
の
部
所
管
部
分

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼

平
成
十
八
年
度
土
岐
市
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一

号
）
《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》

▼
土
岐
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
二
号
）

《
全
会
一
致
・
原
案
可

決
》
　
▼
土
岐
市
国
民

健
康
保
険
条
例
の
一
部

改
正
《
全
会
一
致
・
原

案
可
決
》
　
▼
土
岐
市

福
祉
医
療
費
助
成
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
一
部
改

正
《
全
会
一
致
・
原
案

可
決
》
　
▼
土
岐
市
立

幼
稚
園
条
例
の
一
部
改

正
《
全
会
一
致
・
継
続

審
査
》
　
▼
土
岐
市
図

書
館
設
置
条
例
の
一
部

改
正
《
全
会
一
致
・
原

案
可
決
》

建
設
経
済
常
任
委
員
会
に
審
査

を
付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な

審
査
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
「
平
成
十
八
年
度
土
岐
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
中
、

歳
出
の
部
所
管
部
分
に
つ
い
て
」

は
、
と
き
陶
生
苑
建
設
予
定
地
進

入
路
新
設
改
良
工
事
に
三
千
万
円

を
追
加
補
正
す
る
も
の
で
、
執
行

部
の
説
明
の
あ
と
、
地
元
説
明
会

へ
の
参
加
状
況
、
地
元
意
見
を
尊

重
す
べ
き
と
の
質
疑
が
あ
り
、
説

明
会
二
日
間
で
対
象
世
帯
約
六
百

の
う
ち
五
十
七
人
の
参
加
が
あ

り
、
ま
た
、
地
元
の
意
見
を
尊
重

す
る
中
で
調
整
し
、
工
事
を
行
う

旨
の
答
弁
が
あ
り
、
続
い
て
、
幼

稚
園
方
面
か
ら
の
進
入
は
で
き
な

か
っ
た
の
か
と
の
質
疑
が
あ
り
、

距
離
的
に
短
く
縦
断
的
勾
配
に
無

理
が
あ
る
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。

▼
「
土
岐
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て
」
は
、
全

会
一
致
で
継
続
審
査
と
な
り
ま
し

た
が
、
審
査
内
容
に
つ
き
ま
し
て

は
別
掲
し
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
小
口
融
資
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
」

は
、
小
口
融
資
の
資
格
要
件
を
見

直
す
も
の
で
、
執
行
部
の
説
明
の

あ
と
、
小
口
融
資
制
度
が
悪
く
な

る
方
向
と
し
て
と
ら
え
る
が
ど
う

か
と
の
質
疑
が
あ
り
、
今
回
の
改

正
に
よ
り
保
証
人
が
い
ら
な
く
な

り
、
市
民
税
が
完
納
し
て
い
れ
ば

貸
付
が
で
き
る
こ
と
で
窓
口
が
広

く
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
旨
の
答

弁
が
あ
り
、
質
疑
終
了
後
、
反
対

討
論
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
下
水
道
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
」
は
、

法
改
正
に
伴
う
も
の
で
、
執
行
部

か
ら
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て
」

は
、
執
行
部
か
ら
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。

﹇
審
査
結
果
﹈
▼
平
成
十
八
年
度

土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

二
号
）
中
歳
出
の
部
所
管
部
分

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼

土
岐
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
《
全

会
一
致
・
継
続
審
査
》
　
▼
土
岐

市
小
口
融
資
条
例
の
一
部
改
正

《
賛
成
多
数
・
原
案
可
決
》
　
▼

土
岐
市
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼

市
道
路
線
の
認
定
《
全
会
一
致
・

原
案
可
決
》

企
画
総
務
常
任
委
員
会
に
審
査

を
付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な

審
査
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
「
平
成
十
八
年
度
土
岐
市
一
般

会
計
補
正
予
算
」
の
う
ち
、
歳
入

の
部
で
「
県
営
た
め
池
整
備
事
業

の
工
事
年
度
及
び
全
体
の
事
業
費

は
い
く
ら
に
な
る
の
か
」
と
の
質

疑
が
あ
り
「
平
成
二
十
年
度
ま
で

の
事
業
を
一
年
前
倒
し
て
平
成
十

九
年
度
完
成
と
し
、
全
体
事
業
費

は
当
初
の
七
千
三
百
五
十
万
円
か

ら
七
千
八
百
七
十
五
万
円
に
変
更

す
る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
、
続
い

て
「
民
生
費
負
担
金
の
障
害
者
相

談
支
援
事
業
負
担
金
の
県
負
担
金

は
あ
る
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

「
こ
れ
は
市
の
事
業
で
県
の
負
担

金
は
な
い
。
東
濃
四
市
の
負
担
金

を
予
算
計
上
し
た
も
の
で
あ
る
」

旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
続
い

て
、「
織
部
の
里
公
園
整
備
事
業

補
助
金
の
内
訳
に
つ
い
て
」
質
疑

が
あ
り
、「
四
千
五
百
万
円
の
三

分
の
一
、
一
千
五
百
万
円
で
あ
る
」

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
条
例
改
正
な
ど
審
査

建
設
経
済
常
任
委
員
会

と
き
陶
生
苑
建
設
用
地
の

無
償
貸
付
な
ど
審
査

企
画
総
務
常
任
委
員
会

▲廃止される移動図書館



2006年11月15日

4

旨
の
答
弁
が
あ
り
、
質
疑
終
了
後
、

歳
入
の
不
足
分
を
前
年
度
繰
越
金

で
充
当
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
設
立
準
備
委
員
会
負
担
金

な
ど
を
一
般
財
源
で
予
算
計
上
す

る
こ
と
に
反
対
と
の
討
論
が
あ
り

ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
税
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て
」
は
、
執
行
部
か
ら
市

民
税
及
び
固
定
資
産
税
の
納
期
前

納
付
に
係
る
報
奨
金
の
交
付
を
廃

止
す
る
説
明
が
あ
り
、「
全
納
報

奨
金
の
対
象
件
数
及
び
金
額
は
ど

れ
く
ら
い
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

「
平
成
十
七
年
度
に
お
い
て
件
数

一
万
五
千
八
百
三
十
四
件
、
金
額

は
一
千
三
百
五
十
万
九
千
七
百
四

十
円
で
あ
る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り

ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
消
防
本
部
及
び
消
防

署
設
置
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ

い
て
」
は
、「
今
回
の
消
防
組
織

法
の
改
正
内
容
に
つ
い
て
」
質
疑

が
あ
り
、「
今
回
の
改
正
は
、
市

町
村
の
消
防
広
域
化
が
規
定
さ

れ
、
消
防
力
の
強
化
に
よ
る
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
消
防
行
政
運

営
の
効
率
化
及
び
基
盤
の
強
化
を

目
指
す
も
の
で
あ
る
」
旨
の
答
弁

が
あ
り
、
続
い
て
「
広
域
化
に
よ

る
目
標
人
口
は
」
と
の
質
疑
が
あ

り
、「
お
お
む
ね
三
十
万
人
以
上

の
規
模
を
目
標
に
し
て
い
る
」
旨

の
答
弁
、
続
い
て
「
今
後
の
予
定

は
」
と
の
質
疑
が
あ
り
「
県
が
各

自
治
体
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
推

進
計
画
を
策
定
す
る
予
定
で
あ

る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
東
濃
西
部
広
域
行
政
事
務
組

合
の
共
同
処
理
す
る
事
務
の
変
更

及
び
東
濃
西
部
広
域
行
政
処
理
組

合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
」
は
、

執
行
部
か
ら
歴
史
民
俗
資
料
館
及

び
潮
見
公
園
の
管
理
事
務
の
廃
止

を
す
る
旨
の
説
明
が
あ

っ
て
、「
広
域
行
政
事

務
組
合
の
あ
り
方
及
び

そ
れ
ぞ
れ
の
市
が
管
理

運
営
す
る
こ
と
に
つ
い

て
」
質
疑
が
あ
り
、

「
三
市
で
行
っ
た
方
が

よ
い
も
の
は
三
市
で
協

議
し
て
広
域
行
政
を
進

め
て
い
く
。
今
回
の
件

は
三
市
が
廃
止
に
合
意

し
て
い
る
。
運
営
費
の

八
十
五
％
は
所
在
市
が

負
担
し
て
い
る
」
旨
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
東
濃
西
部
広
域
行

政
事
務
組
合
の
財
産
処
分
に
つ
い

て
」
は
、「
歴
史
民
俗
資
料
館
に

は
、
土
岐
市
か
ら
寄
附
さ
れ
た
も

の
は
な
い
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ

り
、「
陶
磁
資
料
は
四
千
六
百
九

点
あ
っ
た
が
寄
附
の
状
況
は
把
握

し
て
い
な
い
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
、

続
い
て
、
寄
附
状
況
を
点
検
す
る

よ
う
要
望
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

▼
「
土
地
の
無
償
貸
付
に
つ
い
て
」

は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
と
き

陶
生
苑
の
建
設
用
地
と
し
て
使
用

さ
せ
る
た
め
、
議
会
の
議
決
を
求

め
る
も
の
で
あ
る
旨
、
執
行
部
の

説
明
が
あ
り
「
貸
付
契
約
は
登
記

上
の
手
続
き
を
し
て
か
ら
行
う
の

か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
登
記

は
行
わ
な
い
予
定
で
あ
る
」
旨
の

答
弁
、
続
い
て
「
長
期
貸
付
に
な

る
の
で
陶
生
苑
の
管
理
部
分
と
市

の
管
理
部
分
を
明
確
に
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
」
旨
の
質
疑
が
あ
り
、

「
そ
の
旨
を
契
約
書
に
記
載
し
た

い
と
考
え
て
い
る
が
、
市
道
部
分

を
分
筆
す
る
の
で
、
貸
付
地
の
分

筆
・
合
筆
は
協
議
を
し
た
い
」
旨

の
答
弁
、「
貸
付
地
以
外
の
土
地

利
用
の
予
定
は
」
と
の
質
疑
が
あ

り
、「
現
在
は
予
定
が
な
い
」
旨

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

﹇
審
査
結
果
﹈
▼
平
成
十
八
年
度

土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算(

第

二
号)

中
歳
入
の
部
全
部
・
そ
の

他
所
管
部
分
《
賛
成
多
数
・
原
案

可
決
》
　
▼
土
岐
市
税
条
例
の
一

部
改
正
《
全
会
一
致
・
原
案
可

決
》
　
▼
土
岐
市
消
防
本
部
及
び

消
防
署
設
置
条
例
等
の
一
部
改
正

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼

岐
阜
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組

合
規
約
の
変
更
《
全
会
一
致
・
原

案
可
決
》
　
▼
東
濃
西
部
広
域
行

政
事
務
組
合
の
共
同
処
理
す
る
事

務
の
変
更
及
び
東
濃
西
部
広
域
行

政
事
務
組
合
規
約
の
変
更
《
全
会

一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼
東
濃
西

部
広
域
行
政
事
務
組
合
の
財
産
処

分
《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》

▼
土
地
の
無
償
貸
付
《
全
会
一

致
・
原
案
可
決
》

▲とき陶生苑建設用地

市議会の会議録が
検索できます。
（本会議中は、会議の生中継が

ご覧いただけます。）
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今
定
例
会
に
提
案
さ
れ
た
土
岐

市
立
幼
稚
園
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て
は
、
月
額
五

千
円
の
保
育
料
を
六
千
五
百
円
に

改
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
審

査
を
付
託
さ
れ
ま
し
た
文
教
厚
生

常
任
委
員
会
で
の
主
な
審
査
内
容

は
次
の
と
お
り
で
す
。

条
例
改
正
案
の
説
明
の
あ
と
、

値
上
げ
の
根
拠
に
つ
い
て
、
質
疑

が
あ
り
、
平
成
八
年
に
四
千
四
百

円
か
ら
五
千
円
に
し
て
以
来
、
十

年
値
上
げ
を
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

地
方
交
付
税
に
よ
る
算
定
基
準
よ

り
も
低
く
、
近
隣
市
の
保
育
料
を

上
回
ら
な
い
金
額
と
し
た
旨
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。
次
に
、
市
民

所
得
が
低
い
か
ら
保
育
料
を
抑
え

て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
歳
出
の

削
減
を
見
た
上
で
も
良
い
の
で
は

な
い
か
と
の
質
疑
が
あ
り
、
検
討

は
し
た
が
、
他
市
と
の
開
き
も
大

き
い
こ
と
か
ら
六
千
五
百
円
と
し

た
旨
の
答
弁
が
あ
り
、
続
い
て
、

一
度
に
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
値
上

げ
で
は
な
く
、
段
階
的
に
で
き
な

い
の
か
と
の
質
疑
が
あ
り
、
調
査

研
究
を
し
た
上
で
、
最
終
的
に
こ

の
よ
う
な
判
断
を
し
た
旨
の
答
弁

が
あ
り
ま
し
た
。
質
疑
終
了
後
、

六
千
五
百
円
の
根
拠
が
よ
く
わ
か

ら
な
い
。
ま
た
、
段
階
的
な
方
法

に
つ
い
て
も
明
確
な
答
弁
も
な

く
、
現
状
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん

に
理
解
を
得
ら
れ
る
状
況
で
は
な

い
こ
と
か
ら
全
会
一
致
で
継
続
審

査
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
十
八
年
九
月
議
会
に
お
い

て
「
土
岐
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
」
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
改
正
案
に
よ
れ
ば
、
し
尿

処
理
手
数
料
の
現
行
百
七
十
円
が

二
百
円
に
、
事
業
系
の
ご
み
が
一

単
位
当
た
り
二
百
円
の
値
上
げ
と

な
り
、
何
よ
り
大
き
な
改
正
は
、

生
活
系
の
ご
み
処
理
手
数
料
が
新

た
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
当
た
り
、
ご

み
袋
大
で
三
十
円
、
中
で
二
十
五

円
、
小
で
十
七
円
五
十
銭
、
粗
大

ご
み
一
シ
ー
ル
二
百
円
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

参
考
ま
で
に
東
濃
各
市
の
状
況

を
見
ま
す
と
、
ご
み
袋
大
で
、
多

治
見
市
五
十
円
、
瑞
浪
市
十
七
円

（
平
成
十
九
年
か
ら
三
十
七
円
）、

旧
恵
那
市
三
十
二
円
、
旧
恵
南
地

区
六
十
円
、
中
津
川
市
十
八
円
と

な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
条
例
改
正
案
の
審
査
を
付

託
さ
れ
ま
し
た
建
設
経
済
常
任
委

員
会
で
の
主
な
審
査
内
容
は
次
の

と
お
り
で
す
。

執
行
部
か
ら
説
明
の
あ
と
、
値

上
げ
の
根
拠
、
ど
の
く
ら
い
の
歳

入
増
に
な
る
の
か
と
の
質
疑
が
あ

り
、
国
か
ら
の
交
付
税
の
削
減
な

ど
逼
迫
す
る
財
政
状
況
の
中
、
財

源
の
確
保
を
し
た
い
。
ま
た
、
歳

入
増
は
年
間
一
億
円
程
度
と
の
答

弁
が
あ
り
、
続
い
て
、
ご
み
袋
の

新
旧
の
交
換
は
ど
う
な
る
の
か
と

の
質
疑
が
あ
り
、
市
民
分
は
新
旧

を
換
算
し
て
交
換
、
卸
売
店
等
は

買
い
取
り
を
含
め
検
討
し
た
い
旨

の
答
弁
が
あ
り
、
続
い
て
、
な
ぜ

今
の
時
期
に
値
上
げ
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
と
の
質
疑
が
あ

り
、
平
成
七
年
度
か
ら
の
行
財
政

改
革
の
中
で
、
経
常
経
費
の
削
減

に
努
め
る
と
と
も
に
、
各
種
手
数

料
の
見
直
し
を
進
め
、
ご
み
処
理

手
数
料
に
つ
い
て
も
平
成
十
九
年

度
か
ら
実
施
す
る
よ
う
進
め
て
き

た
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

次
に
、
土
岐
市
は
ご
み
先
進
地

と
し
て
自
慢
で
き
る
ご
み
行
政
を

積
み
重
ね
て
き
た
が
、
そ
の
理
念

を
崩
し
て
し
ま
う
の
か
、
市
民
に

十
分
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
、
ま
た
財
源
確
保
は
最
終

手
段
で
あ
り
、
歳
出
削
減
、
歳
入

増
に
ど
れ
だ
け
努
力
し
た
か
を
市

民
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
な
ど
の
質
疑
が
あ
り
、

廃
棄
物
減
量
化
等
推
進
審
議
会
、

行
財
政
改
革
懇
談
会
で
は
理
解
を

得
ら
れ
て
い
る
が
、
可
決
さ
れ
れ

ば
速
や
か
に
お
知
ら
せ
し
、
地
域

か
ら
の
要
望
、
状
況
に
よ
り
説
明

に
出
向
く
こ
と
、
市
民
の
皆
さ
ん

の
理
解
を
得
る
努
力
を
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

る
な
ど
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

土
岐
市
議
会
で
は
、
こ
の
条
例

改
正
案
を
今
議
会
で
可
決
す
る
に

は
、
市
民
に
対
し
、
理
解
を
求
め

る
姿
勢
に
疑
問
が
あ
る
こ
と
、
料

金
改
定
の
根
拠
が
明
確
で
な
い
こ

と
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
全
会
一

致
で
継
続
審
査
と
す
る
こ
と
に
決

し
ま
し
た
。

市
議
会
で
は
、
今
回
の
「
幼
稚

園
保
育
料
の
改
定
」
と
「
ご
み
処

理
手
数
料
等
の
見
直
し
」
に
つ
い

て
は
、
前
述
の
と
お
り
継
続
審
査

と
い
た
し
ま
し
た
。

今
後
と
も
「
市
民
の
皆
さ
ん
の

声
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
な
が

土 岐 市 議 会 だ よ り  土 岐 市 議 会 だ よ り  
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幼
稚
園
保
育
料
の

改
定
に
つ
い
て

ご
み
処
理
手
数
料
等

の
見
直
し
に
つ
い
て

▲市立幼稚園

▲指定ゴミ袋
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ら
、
保
育
・
ご
み
行
政
の
あ
る
べ

き
姿
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と

存
じ
ま
す
。
ど
う
か
市
民
の
皆
さ

ん
の
ご
理
解
を
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

市
議
会
に
お
い
て
は
、
平
成
十

六
年
九
月
、
行
政
改
革
特
別
委
員

会
を
設
置
し
、
議
会
の
改
革
を

種
々
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

今
定
例
会
最
終
日
に
議
員
提
出

さ
れ
た
土
岐
市
議
会
議
員
定
数
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て
は
、
特
別
委
員
会
に
お
き
ま

し
て
審
議
を
重
ね
る
中
、
土
岐
市

連
合
自
治
会
か
ら
四
人
削
減
の
要

望
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

要
望
も
踏
ま
え
て
、
慎
重
に
審
議

を
行
い
、
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
、

議
会
自
ら
が
範
を
示
し
、
行
財
政

改
革
を
進
め
る
た
め
、
現
在
、
条

例
で
定
め
ら
れ
て
い
る
定
数
（
二

十
二
人
）
を
四
人
削
減
し
、
十
八

人
に
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
議
会
運
営
委
員
会
に
審
査
を

付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な
審

査
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

各
委
員
か
ら
意
見
を
聞
く
中

で
、
定
数
削
減
に
よ
り
、
有
権
者

の
少
な
い
地
域
か
ら
選
出
で
き
な

く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
市

民
の
声
が
届
か
な
く
な
る
の
で
は

な
い
か
と
の
意
見
や
、
議
会
や
議

員
の
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
と
の

意
見
や
土
岐
市
連
合
自
治
会
か
ら

の
要
望
を
重
き
に
置
く
べ
き
で
あ

る
と
の
様
々
な
意
見
が
あ
り
ま
し

た
。
以
上
意
見
終
了
後
、
市
民
の

声
が
十
分
反
映
さ
れ
る
定
数
と
し

て
、
十
八
人
は
考
え
ら
れ
な
い
と

の
反
対
討
論
が
あ
り
、
採
決
の
結

果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き

も
の
と
賛
成
多
数
で
決
め
ま
し
た
。

﹇
審
査
結
果
﹈
▼
土
岐
市
議
会
議

員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
《
賛
成

多
数
・
原
案
可
決
》

▲議場

議
員
定
数十

八
人
に

！“
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※会期中はライブ中継を見ることができます。 
「本日の会議」をクリックし、“Live”という
ボタンを押してください。 
 

※会期外はオンデマンドで映像を見ることがで
きます。議事日程から“VOD”ボタンを押
してください。 

議会中継システムの閲覧方法

土岐市議会中継は、“土岐市役所ホームページ”
から議会中継をクリックしてご覧ください。


